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表　広東省のさらなる就業促進に関する若干の政策措置に関する通知　

・税務機関が社会保険料を徴収するという政策および手続き、納付方式は変更せず、企業
の納付コストを安定させる。企業の過去の未納分への集中的な取り締まりを禁じる。

・失業保険料率は2020年末まで1％を維持する。
・2020年末までに労災保険料率は省全体の平均で30％前後引き下げる。
・2018年から2020年末まで、障がい者就業保障金は2017年の徴収基準を適用する。
・毎年500回以上の各種募集活動を行い、200回以上の省をまたいだ労働力のマッチング
を行う。
・広東省東西北部（注1）からの農村労働力の労務輸出を支援する。人材紹介機関に対し、
安定して就業し社会保険料を6カ月以上納付した農村労働力1人当たり800元を補助する。

・2,000人以上を雇用する、もしくは1回の新規雇用者数が500人以上の企業を重点雇用企
業とし、県以上の人的資源・社会保障部門は就業サービス専門員を設置し、雇用政策との
連携・協調サービスを提供する。
・毎年200回以上の重点雇用企業特別マッチングを行う。

・人的資源サービス機関が重点企業に従業員を紹介し、安定して就業し社会保険料を6カ
月以上納付した場合、400元を補助する。

・中小・小型企業の新卒採用の社会保険料への補助期限を1年から2年に延長する。登記
から3年以内の小型企業につき、3人までの雇用に対し2,000元を支給する。3人を超える場
合は1人ごとに3,000元を支給し、最大3万元を支給する。

・従業員制の家事サービス業企業の従業員雇用に対し、社会保険料の納付額の50％を補
助する。
・貧困カード登録家庭（注2）が安定して就業し社会保険料を6カ月以上納付した場合、雇
用組織に対し1人当たり3,000元を補助する。
・就業貧困補助基地モデルの評価を受けた雇用組織、産業園区に30万元を支給する。
・前年度の失業保険支出の2倍を準備した上で、剰余金から創業関連の貸付・利子補助金
を支出する。
・条件を満たした創業者に最高30万元、最長3年の創業担保貸付・利子補助金を提供す
る。パートナー経営・小型企業の創業には1人当たり最高30万元、総額最高300万元のひも
付き融資を提供する。

・中小・小型企業、農村などの社会管理・公共サービスの職につき、安定して就業し社会保
険料を6カ月以上納付した場合に3,000元を補助する。また、広東省東西北部では5,000元
を補助する。

・卒業後に未就業もしくは臨時就業の場合、社会保険料の実際納付額の3分の2を補助す
る。
・（教育機関の）学科・専門と産業の需要マッチングを行う。
・各地域が労働者の技能・技術向上育成計画を策定し、省全体で毎年25万人以上を助成
する。
・各市は企業の人材不足職業（職種）目録を作成し、目録中の職業（職種）の高級資格を
取得した人材に対しては、関連基準に30％を上乗せして補助する。
・人員整理を行っていない、もしくは人員整理数が少ない社会保険参加企業に対し、前年
度の失業保険料の実際納付額の50％を還付する。
・経営状況の困難な企業による、従業員教育訓練の費用は認定を経て1人当たり1,000元
以下の補助を受けることができる。
・従業員が失業後、3～6カ月の技能訓練（創業訓練を含む）を受け職業資格証を取得した
場合、補助金を申請できる。
・就業困難者、貧困カード登録家庭、生活保護の対象者、障がい者の訓練期間中には500
元を補助する。
・就業困難者と1年以上の労働契約を締結し社会保険に加入した場合、雇用組織に対し
200元以上、最大で最低賃金の50％を、最長1年間補助する。
・就業実習補助の対象を卒業後未就業（2年以内）の高等教育機関卒業生と16～24歳の
若年失業者に拡大する。
・実習者が就業困難者、貧困カード登録家庭、生活保護対象者、障がい者である場合は、
実習期間中に月500元を補助する。

（注2）戸籍や収入の状況により、生活が困難であると認定を受けた従業員。
（出所）「広東省のさらなる就業促進に関する若干の政策措置に関する通知」を基に作成

(注1）珠江デルタ以外の12市（清遠市、韶関市、河源市、潮州市、梅州市、汕頭市、掲揚市、汕尾市、雲浮市、陽江
市、茂名市、湛江市）を指す。広東省内では比較的、経済発展が遅れている地域。

7
労働者の技術・技能訓
練のさらなる強化

8
経営状況の困難な企業
の従業員の職業安定、
転職支援

9
就業困難者の下支え支
援強化

4
中小・小型企業の就業
受け入れ支援

5
創業による就業促進の
さらなる奨励

6
高等教育機関卒業生の
複数ルートでの就業の
さらなる奨励

1
政策の安定と社会保険
料などのコストの適度な
引き下げ

2
企業の従業員募集費用
のさらなる引き下げ

3
重点雇用企業へのサー
ビス強化
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